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新型インフルエンザ国内発生に伴う対応について（依頼） 

 

 阪神方面において蔓延している新型インフルエンザの対応については、5月 16日厚生労

働省が発出した「社会福祉施設等の対応について」を付してお送りしたところです。 

この度、感染が拡大しつつあることを踏まえて、予防対応について、次のとおり追加の

依頼をいたします。 

なお、引き続き厚生労働省・県・市・マスコミ等の情報をできる限り収集していただく

とともに、冷静に対応いただくようお願いします。 

（横浜市ホームページのトップページでも、新型インフルエンザの情報を適宜更新して

います。http://www.city.yokohama.jp/front/welcome.html） 

 

１ 新たに依頼する事項 

 (１) 手指の消毒を行うための噴霧式消毒液を用意して施設等の入口、トイレ、などに設

置してください。(訪問系事業所でもヘルパー等の出入の際に利用してください。) 

 (２) 職員はマスクの利用を励行してください。施設等では利用者にもできる限り利用す

るよう勧奨してください。 

(３) 現在蔓延している地域では、症状から季節性のインフルエンザとして扱い、把握が

遅れた事例がありますので、利用者や職員にインフルエンザ様の症状が出た場合には、

必ず発熱相談センターに電話等で相談してください。 

 

２ 引き続きの対応をお願いする事項 

   参考として、別紙に5月 16日に送付した文書のうち本市及び各施設等での対応の部

分を再掲いたしましたので、引き続きの対応をお願いします。 

 

３ 電子メールアドレスの登録のお願い 

  情報提供等を迅速かつ効率的に行うため、各事業所のメールアドレスあてに連絡さ

せていただきたいと考えています。つきましては、別紙の依頼により、障害福祉課生

活支援係へのアドレス登録をお願いいたします。 

 

（担当）健康福祉局障害福祉課      

   生活支援係 大木 671-2401  

 



【参 考】 

  5月16日に送付した文書のうち本市及び各施設等での対応の部分を再掲

いたしましたので、引き続きの対応をお願いします。 

 

 

１ 本市の対応について 

(1)本市では、国内患者の発生に伴い、市内９箇所の病院に発熱外来の設置を要請いた

しております。 

(2)これに関連して、今後、新型インフルエンザと疑われる症状が出た場合には、まず、

市内の発熱相談センター（連絡先は別紙のとおり）に連絡し、その指示に従ってくだ

さい。直接、発熱外来に問合せしないようお願いします。 

 

２ 各施設等における対応、検討事項について 

(1) 施設利用者（入所・通所者）の体調変化に留意し新型インフルエンザの早期発見に

努めてください。発熱、咳、喉の痛みなどの症状が出た場合には、医療機関を受診す

る前に発熱相談センター（連絡先は別紙のとおり）にご連絡ください。 

(2) 職員に対し、新型インフルエンザに対する予防策や発熱した場合の対応方法など 

の周知徹底をお願いします。 

＜予防策＞ 

・通常のインフルエンザと同様に、手洗い（特に、咳をした後や排泄介助後など）

やうがいの徹底 

・外出時のマスクの着用 

・咳の拡散防止の徹底 

・人ごみを避ける 

・睡眠や食事に気をつけ、体調に留意する 

(3) 施設等における感染拡大防止策を検討し、マスク、消毒液等の準備などをお願いし

ます。⇒ この部分を一層明確にしました。 

(4) 現時点では、各施設等に休所等をお願いする状況にはないと考えています。しかし

ながら、今後、ご検討をお願いする場面も想定されますので、それに向けた検討を引

き続きお願いします。 

 

 

 

 

 

 



  ＜横浜市の発熱相談センター一覧＞ 

 
発熱相談センター 電話番号 窓口開設時間 

鶴見区 510-1832 

神奈川区 411-7138 

西区 320-8438 

中区 224-8332 

南区 743-8241 

港南区 847-8435 

保土ケ谷区 334-6345 

旭区 954-6146 

磯子区 750-2445 

金沢区 788-7827 

港北区 540-2362 

緑区 930-2357 

青葉区 978-2438 

都筑区 948-2352 

戸塚区 866-8426 

栄区 894-6964 

泉区 800-2445 

瀬谷区 

福祉保健センター 

福祉保健課 

健康づくり係 

367-5744 

平日のみ 午前９時～午後５時 

健康福祉局 健康安全課 

電話及び FAX 

℡671-4183 

F664-7296 
平日・休日 ２４時間 

 
 
 



平成 21 年 5 月 19 日 

 

障害者居宅介護事業所・障害者移動支援事業所 

・重度障害者入浴サービス事業所 各 位 

横浜市健康福祉局 

障害福祉課 

 

 

電子メールアドレスの登録について（依頼） 

 

 日ごろから、本市の福祉行政に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 ご承知のとおり、神戸市及び大阪市において新型インフルエンザの発生が確認され

ましたが、この間、関係団体、事業者、施設管理者の皆様方に対しましては、健康福

祉局のほか神奈川県等からも、感染予防や事業運営の対応方法に関する行政からの通

知などの情報提供等を行い、従業者や利用者への周知の徹底や対応等をお願いしてい

るところです。 

 また、16 日には、障害福祉課から「新型インフルエンザ国内発生に伴う対応につい

て（情報提供）」を通知させていただいておりますので、ご確認ください。 

さて、障害福祉課では、今後、新型インフルエンザに対する対応の情報提供等を迅

速かつ効率的に行うため、各事業所の電子メールアドレスを登録いただき、このアド

レスを使用して各事業所への連絡をさせていただきたいと考えております。 

つきましては、下記の障害福祉課生活支援係メールアドレスに、貴事業所から「①

事業所名・事業所番号②事業所のメールアドレス③電話番号・FAX 番号」をメールで

送信していただきますようお願い申し上げます。 

 なお、16 日付通知により、すでに送信していただいた事業所におかれましては、今

回送信されなくて結構です。 
 今後の連絡は、登録いただいたメールアドレスを使用して行うほか、「障害福祉情報

サービスかながわ（通称：らくらく）」、「かながわ自立支援給付費等支払システム」の

掲示板にも掲示しますので、そちらもご確認いただきますようお願いいたします。 

 

（事業所アドレス等送信先） 

障害福祉課生活支援係メールアドレス ： kf-helper@city.yokohama.jp 

 
 

事務担当 障害福祉課 生活支援係  
      TEL：６７１－２４０１   

FAX：６７１－３５６６  


